
○岡山市区役所事務分掌規則 

平成２１年３月３１日 

市規則第１２１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域並びに

任務を定める条例（平成２０年市条例第７１号）第２条及び岡山市区役所支所及び地域

センター設置条例（平成２０年市条例第６７号）第１条の規定により設置された区の組

織，職制，分掌事務等について，別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（区役所の組織） 

第２条 北区役所に次の表のとおり課，支所，分室，地域センター及び係を置く。 

課又は支所 課内室 係 

総務・地域振興課区まちづくり推進室 総務係 建部町B＆G海洋センター 

市民保険年金課  福祉総務係 証明係 戸籍係 住民記録係 国

保年金係 

農林水産振興課  総務係 施設土木係 

地域整備課  施設管理係 自転車・駐車場係 維持第１係 

維持第２係 建設係 維持管理センター 

土木農林分室  施設管理係 農林施設土木係 建設工務係 維

持係 

御津支所 総務民生課 産業建設課  

建部支所 総務民生課 産業建設課  

 一宮地域センター 津高

地域センター 高松地域

センター 吉備地域セン

ター 足守地域センター 

 

２ 中区役所に次の表のとおり課，地域センター及び係を置く。 

課又は支所 課内室 係 



総務・地域振興課区まちづくり推進室 総務係 

市民保険年金課  福祉総務係 市民係 国保年金係 

農林水産振興課  総務係 施設土木係 

地域整備課  施設管理係 維持第１係 維持第２係 建設係 

維持管理センター 

 富山地域センター  

３ 東区役所に次の表のとおり課，支所，地域センター及び係を置く。 

課又は支所 課内室 係 

総務・地域振興課区まちづくり推進室 総務係 瀬戸町健康福祉の館 

市民保険年金課  福祉総務係 市民係 国保年金係 

農林水産振興課  総務係 施設係 土木係 

地域整備課  施設管理係 維持第１係 維持第２係 建設・

新拠点係 維持管理センター 

瀬戸支所 総務民生課 産業建設課  

 上道地域センター  

４ 南区役所に次の表のとおり課，支所，地域センター及び係を置く。 

課又は支所 課内室 係 

総務・地域振興課区まちづくり推進室 総務係 

市民保険年金課  福祉総務係 市民係 国保年金係 

農林水産振興課  総務係 施設係 土木係 

地域整備課  施設管理係 維持第１係 維持第２係 建設係 

維持管理センター 

灘崎支所 総務民生課 産業建設課  

 妹尾地域センター 福田

地域センター 興除地域

センター 藤田地域セン

ター 児島地域センター 

 



福浜地域センター 

（区の職員及び職務） 

第３条 区にあっては，区に区長，課に課長，支所に支所長，分室に分室長，センター及

び所に所長，館に館長，係に係長並びに室に室長を置く。 

２ 前項に規定するもののほか，区長代理，参事，支所長代理，課長代理，担当課長，課

長補佐，所長補佐，分室長補佐，担当係長，主査，副主査，業務副主査，主任，主事，

技師，副主査栄養技師，副主査保健技師，主任保健技師，副主査作業技師，主任作業技

師，参事監（再任用），主幹（再任用），担当主幹（再任用），副主幹（再任用），主

査（再任用），副主査（再任用），業務副主査（再任用），主任（再任用），主任作業

技師（再任用）その他必要な職員を置くことができる。 

３ 区長，課長，支所長，分室長，所長，館長，係長及び室長は，上司の命を受けて所管

の事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

４ 区長代理は，上司の命を受けてその所管事務を掌理するとともに，特定の事項を処理

し，２以上の局，室又は区にわたる調整及び区内の調整を図り，職員を指揮監督し，区

長に事故があるときは，その職務を代行する。 

５ 前項に規定する区長代理のうち，第６条に規定する主管課を所管するものは，上司の

命を受けて区長を補佐し，職員を指揮監督し，特定の事項を処理するとともに，２以上

の局，室又は区にわたる総合調整及び区内の総合調整を図り，重要事業の進行管理，人

事，予算等の総括等を行う。 

６ 支所長代理は，上司の命を受けてその所管事務を掌理し，職員を指揮監督し，支所長

に事故があるときは，その職務を代行する。 

７ 担当課長及び担当係長は，上司の命を受けて担当の事務を掌理し，職員を指揮監督す

る。 

８ 課長代理は，上司の命を受けて課長を助け，課長に事故があるときは，その職務を代

行し，又は特定の事項を処理し，職員を指揮監督する。 

９ 課長補佐，所長補佐及び分室長補佐は，上司の命を受けて課長，所長若しくは分室長

を補佐し，課長，所長若しくは分室長に事故があるときは，その職務を代行し，又は特

定の事項を処理し，職員を指揮監督する。 



１０ 参事，主査，副主査，主任，参事監（再任用），主幹（再任用），担当主幹（再任

用），副主幹（再任用），主査（再任用），副主査（再任用）及び主任（再任用）は，

上司の命を受けて特定の事項を処理し，職員を指揮監督する。 

１１ 副主査栄養技師，副主査保健技師，主任保健技師，業務副主査，副主査作業技師，

主任作業技師，業務副主査（再任用）及び主任作業技師（再任用）は，上司の命を受け

て該当業務に従事するとともに，当該業務について職員を指揮監督する。 

１２ 主事及び技師は，上司の命を受けてその事務又は業務に従事する。 

１３ 第２項に規定するその他必要な職員は，上司の命を受けて特定の事項を処理し，職

員を指揮監督し，上司の命を受けて該当業務に従事するとともに，当該業務について職

員を指揮監督し，又は上司の命を受けてその事務若しくは業務に従事する。 

（職員の係配属） 

第４条 職員（係長相当職以上を除く。）の係配属は課長（支所内の配属は支所長）が定

め，文書をもって人事課長に報告しなければならない。 

（援助） 

第５条 分掌事務が繁劇であって，なお緊急を要するものがあるときは，各課，係等にお

いて互いに援助するものとする。 

（区主管課） 

第６条 各区における総合調整，重要事業の進行管理，人事，予算等の総括等を行う課（以

下「主管課」という。）を各区に置く。 

２ 主管課は，次のとおりとする。 

北区役所総務・地域振興課 

中区役所総務・地域振興課 

東区役所総務・地域振興課 

南区役所総務・地域振興課 

（区役所の課，係等の分掌事務） 

第７条 第２条各項に規定する区役所の課，係等の分掌事務は，次のとおりとする。 

総務・地域振興課 

総務係 



(１) 区に係る政策法務の区内調整及び総務法制企画課との連絡調整に関すること。 

(２) 区に係る職員の人事及び組織に関すること。 

(３) 区に係る予算及び決算に関すること。 

(４) 区に係る人材の育成に関すること。 

(５) 公印の管理及び文書の収発，整理，通信その他文書に関すること。 

(６) 国勢調査その他各種統計の実施及び各種統計調査員に関すること。 

(７) 本庁との連絡調整に関すること。 

(８) 支所（中区を除く。）及び地域センターの調整に関すること。 

(９) 備品の管理に関すること。 

(１０) 現金出納員，物品出納員等の事務に関すること。 

(１１) 各種地域行事の調整に関すること。 

(１２) 職員の安全衛生に関すること。 

(１３) 電算システム・ネットワークの運用管理に関すること（北区を除く）。 

(１４) 財産区に関すること。 

(１５) 普通財産の管理及び処分に関すること。 

(１６) 地価公示等の普及に関すること。 

(１７) 人権擁護委員に関すること。 

(１８) 健康危機管理に関する保健所業務への協力に関すること。 

(１９) 大気汚染，水質汚濁，騒音，振動，悪臭等の苦情処理対応に関すること。 

(２０) 光化学オキシダント等環境情報の対応に関すること。 

(２１) 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）に基づく公告，縦覧等に関すること。 

(２２) 区役所庁舎の維持管理に関すること。 

(２３) 区役所庁舎の保守営繕に関すること（北区を除く。）。 

(２４) 区役所庁舎の秩序維持に関すること（北区を除く。）。 

(２５) 区役所の電話に関すること（北区を除く。）。 

(２６) 区役所及び出先機関の公用車の運行の管理に関すること（北区及び支所を除

く。）。 

(２７) 旧福祉文化会館等の土地に関すること（中区に限る。）。 



(２８) 瀬戸町健康福祉の館に関すること（東区に限る。）。 

(２９) 西大寺ポケットパーク及び橋 梁
りょう

照明に関すること（東区に限る。）。 

(３０) 西奉還町イベント広場の維持管理に関すること（北区に限る。）。 

(３１) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。 

(３２) 区内の連絡調整及び区内他課の主管に属しないこと。 

(３３) 課内他係の主管に属しないこと。 

区まちづくり推進室 

(１) 区のまちづくり計画の策定及び推進に関すること。 

(２) 区の情報発信に関すること。 

(３) 区に係る重要施策の企画，調整及び進行管理に関すること。 

(４) 区に係る危機管理に関すること。 

(５) 地域づくり活動及び地域振興に関すること。 

(６) 地域協力活動による地域活性化に関すること（中区を除く。）。 

(７) 広報紙の配布に関すること。 

(８) 町内会等の連絡調整に関すること。 

(９) 市民活動保険の受付に関すること。 

(１０) 地域防犯活動団体に関する申込受付及び連絡調整に関すること。 

(１１) 防犯連合会への補助金交付及び連絡調整並びに暴力追放運動推進団体との連絡

調整に関すること。 

(１２) 学区・地区連合町内会補助金の交付に関すること。 

(１３) 自治振興報償金の支払に関すること。 

(１４) コミュニティハウス未設置学区活動推進助成金の交付に関すること。 

(１５) コミュニティハウスの維持管理に関すること。 

(１６) 町内会集会所新築，修繕等に関する相談及び補助金交付に関すること。 

(１７) コミュニティ活動の推進に関すること。 

(１８) 地縁団体の法人化に関すること。 

(１９) 安全・安心ネットワークの活動支援及び調整に関すること。 

(２０) 相談，広聴等に関すること。 



(２１) 行政相談及び人権相談に関すること。 

(２２) 住居表示整備事業に関すること。 

(２３) 市営墓地の許可等に関すること。 

(２４) 市営墓地の維持補修に関すること（中区を除く。）。 

(２５) 地域防犯に関すること。 

(２６) 各学区及び地区における交通安全意識の普及及び高揚並びに交通安全活動の推

進に関すること。 

(２７) 各学区及び地区における交通安全活動についての関係機関との連絡及び協調に

関すること。 

(２８) 生涯スポーツの振興に関すること（東区に限る。）。 

(２９) スポーツ団体に関すること（東区に限る。）。 

(３０) スポーツ施設の管理及び連絡調整に関すること。 

(３１) 多文化共生社会推進に関すること。 

(３２) 敬老会補助金の受付の取次ぎに関すること。 

(３３) 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付等に関すること。 

(３４) 防疫用薬剤の配布に関すること。 

(３５) 放課後児童クラブ入所の受付の取次ぎに関すること。 

(３６) 自主的な環境保全活動の推進に関すること。 

(３７) 家庭ごみ有料化に伴う減免に関すること（北区に限る。）。 

(３８) 環境衛生協議会等との連絡調整に関すること（東区に限る。）。 

(３９) 商工観光の諸行事及び催物の実施に関すること（東区に限る。）。 

(４０) 商工観光振興に関すること。 

(４１) 観光関連施設の管理運営に関すること（中区を除く。）。 

(４２) 観光施設の利用促進に関すること（東区に限る。）。 

(４３) 西大寺観光協会その他の商工観光団体等に関すること（東区に限る。）。 

(４４) 犬島緊急時渡船事業に関すること（東区に限る。）。 

(４５) 犬島宝伝間定期船運航事業補助金の支払に関すること（東区に限る。）。 

(４６) 西大寺「元気な新拠点」に関すること（東区に限る。）。 



(４７) 西大寺門前地内環境再生広場の維持管理に関すること（東区に限る。）。 

(４８) 海岸清掃に関すること（東区に限る。）。 

(４９) 特定中小企業者の認定に関すること。 

(５０) 鉱工業に係る調査に関すること。 

(５１) 公共交通の利便性向上及び利用促進に関すること。 

(５２) 生活交通確保に関すること。 

建部町B＆G海洋センター（北区に限る。） 

(１) 体育協会，スポーツ少年団その他スポーツ・レクリエーション関係団体に関する

こと（建部地区に限る。）。 

(２) 各種大会，教室等の運営に関すること（建部地区に限る。）。 

(３) スポーツ施設の管理，修繕，運営及び使用に関すること（建部地区に限る。）。 

(４) スポーツ施設の整備に関すること（建部地区に限る。）。 

瀬戸町健康福祉の館（東区に限る。） 

(１) 健康福祉の館の維持管理等に関すること。 

市民保険年金課 

福祉総務係 

(１) 健康手帳及び予防接種助成券の交付等に関すること。 

(２) 児童手当及び児童扶養手当の受付に関すること。 

(３) 介護保険各種給付及び交付申請の取次ぎに関すること。 

(４) 介護保険料の減免申請の取次ぎに関すること。 

(５) 民生委員の推薦に関すること。 

(６) 災害（小災害を含む。）援助の処理，見舞金等の支給，義援金の受付及びり災証

明の発行に関すること。 

(７) 日赤活動資金受付に関すること。 

(８) 戦没者遺族等に対する給付金等の受付及び交付に関すること。 

(９) 後期高齢者医療被保険者の資格の取得又は喪失の受付に関すること。 

(１０) 後期高齢者医療資格確認書等の交付に関すること。 

(１１) 後期高齢者医療の申請受付に関すること。 



(１２) 心身障害者医療費，ひとり親家庭等医療費及び子ども医療費の申請受付に関す

ること。 

(１３) シルバーカードの交付に関すること。 

(１４) ほっとパーキングおかやま駐車場利用証の交付に関すること。 

(１５) 学童校外事故共済見舞金請求書の取次ぎに関すること（北区に限る。）。 

(１６) 介護保険受給資格証明書等の交付に関すること（北区を除く。）。 

(１７) おくやみ窓口に関すること。 

(１８) 市民保険年金課におけるスマート窓口の実施に関すること。 

(１９) 課内他係の主管に属しないこと。 

証明係（北区に限る。） 

(１) 船員法（昭和２２年法律第１００号）の事務に関すること。 

(２) 印鑑の登録及び廃止の届出の受付に関すること。 

(３) 戸籍等証明書，住民票の写し，印鑑登録証明書及びその他諸証明の交付申請の受

付，作成及び交付に関すること。 

(４) 刑事罰等照会に関すること。 

(５) 市営火葬場使用申請及び埋火葬許可証に関すること。 

(６) 自衛官募集に関すること。 

(７) 自動車臨時運行許可に関すること。 

(８) 旅券発給申請の受理及び旅券の交付に関すること。 

(９) 市民サービスコーナーに関すること。 

(１０) 郵便局等市民サービス窓口に関すること。 

(１１) 介護保険受給資格証明書等の交付に関すること。 

(１２) 郵便等による戸籍等証明書，住民票の写しその他諸証明の請求受付，作成及び

交付に関すること。 

(１３) 課内手数料その他収入金の収納に関すること。 

(１４) 戸籍，住民基本台帳，印鑑登録等の統計管理に関すること。 

(１５) 家庭ごみ有料化に伴う減免に関すること。 

戸籍係（北区に限る。） 



(１) 戸籍に関する届書，申請書等の受付に関すること。 

(２) 戸籍の記載及び管理に関すること。 

(３) 戸籍事務協議会に関すること。 

(４) 戸籍事件に係る関係官公署への通知及び報告に関すること。 

(５) 刑罰及び身分に関すること。 

(６) 戸籍附票整理に関すること。 

(７) 人口動態調査に関すること。 

(８) その他戸籍事務に関すること。 

住民記録係（北区に限る。） 

(１) 公的個人認証及びその統括に関すること。 

(２) 流動人口調査に関すること。 

(３) 住民異動に関する届書，申請書等の受付に関すること。 

(４) 住民基本台帳の閲覧に関すること。 

(５) 個人番号カードの交付等に関すること。 

(６) 通知カード及び個人番号通知書の管理に関すること。 

(７) 住民実態調査に関すること。 

(８) その他住民基本台帳事務に関すること。 

(９) 外国人の在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。 

(１０) 住民異動等に伴う国民健康保険，介護保険及び国民年金の被保険者の資格得喪

等の受付に関すること。 

(１１) 学齢児童生徒の就学受付に関すること。 

(１２) 予防接種手帳の交付に関すること。 

市民係（北区を除く。） 

(１) 公的個人認証に関すること。 

(２) 住民異動に関する届書，申請書等の受付に関すること。 

(３) 住民基本台帳の閲覧に関すること。 

(４) 個人番号カードの交付等に関すること。 

(５) 通知カード及び個人番号通知書の管理に関すること。 



(６) 住民実態調査に関すること。 

(７) その他住民基本台帳事務に関すること。 

(８) 外国人の在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。 

(９) 住民異動等に伴う国民健康保険，介護保険及び国民年金の被保険者の資格得喪等

の受付に関すること。 

(１０) 学童校外事故共済見舞金請求書の取次ぎに関すること。 

(１１) 学齢児童生徒の就学受付に関すること。 

(１２) 戸籍に関する届書，申請書等の受付に関すること。 

(１３) 戸籍の記載及び管理に関すること。 

(１４) 戸籍事務協議会に関すること。 

(１５) 戸籍事件に係る関係官公署への通知及び報告に関すること。 

(１６) 戸籍附票整理に関すること。 

(１７) その他戸籍事務に関すること。 

(１８) 刑罰及び身分に関すること。 

(１９) 人口動態調査に関すること。 

(２０) 印鑑の登録及び廃止の届出の受付に関すること。 

(２１) 戸籍等証明書，住民票の写し，印鑑登録証明書及びその他諸証明の交付申請の

受付，作成及び交付に関すること。 

(２２) 戸籍，住民基本台帳，印鑑登録等の統計管理に関すること。 

(２３) 刑事罰等照会に関すること。 

(２４) 家庭ごみ有料化に伴う減免に関すること。 

(２５) 市営火葬場使用申請及び埋火葬許可証に関すること。 

(２６) 自衛官募集に関すること。 

(２７) 自動車臨時運行許可に関すること。 

(２８) 旅券発給申請の受理及び旅券の交付に関すること。 

(２９) 市民サービスコーナー（東区を除く。）及び市民サービスセンター（東区に限

る。）に関すること。 

(３０) 郵便局等市民サービス窓口に関すること。 



(３１) 郵便による戸籍等証明書，住民票の写しその他諸証明の請求受付，作成及び交

付に関すること。 

(３２) 課内手数料その他収入金の収納に関すること。 

国保年金係 

(１) 国民健康保険被保険者の資格の取得又は喪失の届出に関すること。 

(２) 国民健康保険資格確認書等の交付に関すること。 

(３) 特定疾病療養受療証の交付に関すること。 

(４) 療養費，高額療養費，出産育児一時金及び葬祭費の申請の受付及び審査に関する

こと。 

(５) 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の受付及び交付に関すること。 

(６) 第三者行為に基づく損害賠償の求償に係る受付に関すること。 

(７) 国民健康保険料の賦課の説明に関すること。 

(８) 国民健康保険料の減免申請の受付に関すること。 

(９) 国民健康保険料軽減の届書の受付に関すること。 

(１０) 国民年金被保険者資格得喪等の届書等の受付に関すること。 

(１１) 国民年金付加保険料の申出書及び届書の受付に関すること。 

(１２) 国民年金保険料免除，納付猶予及び学生納付特例の届書及び申請書の受付に関

すること。 

(１３) 国民年金の給付に関する請求書等の受付に関すること。 

(１４) 老齢福祉年金諸届の受付に関すること。 

(１５) 特別障害給付金請求書等の受付に関すること。 

(１６) 診療報酬明細書の開示に関すること。 

(１７) 一部負担金の減免申請の受付に関すること。 

農林水産振興課 

総務係 

(１) 担い手の育成及び確保の推進に関すること。 

(２) 農業振興地域整備計画及び農地の有効利用の推進に関すること。 

(３) 土地改良区の運営支援に関すること。 



(４) 農林水産事業予算の取りまとめに関すること。 

(５) 地域特性をいかした事業に関すること。 

(６) 地産地消の推進に関すること。 

(７) 農畜産物の生産及び流通の改善並びに販売の促進に関すること。 

(８) 農作物の被害に関すること。 

(９) 環境保全型農業の推進に関すること。 

(１０) 畜産振興及び畜産環境改善に関すること。 

(１１) 都市住民と農村の交流に関すること。 

(１２) 経営所得安定対策に関すること。 

(１３) 認定農業者の申請に関すること。 

(１４) 利用権設定等促進事業に関すること。 

(１５) 内水面漁業の振興に関すること。 

(１６) 海面漁業の振興に関すること（北区を除く。）。 

(１７) 林業及び林産物の生産の振興に関すること。 

(１８) 伐採及び伐採後の造林の届出の受理及び調査に関すること。 

(１９) 保安林内の緊急伐採，択伐及び間伐の届出の受理及び調査に関すること。 

(２０) 森林の土地の所有者届出の受理に関すること。 

(２１) 鳥獣保護に関すること。 

(２２) 狩猟及び有害鳥獣対策に関すること。 

(２３) 農業農村整備事業の補助金，交付金等に関すること。 

(２４) 農業関係イベントに関すること。 

(２５) 国営及び県営土地改良事業の負担金等に関すること。 

(２６) 中山間地域等直接支払に関すること（北区及び南区に限る。）。 

(２７) クラインガルテンの管理運営に関すること（北区に限る。）。 

(２８) 地すべり防止区域内における行為の許可等に関すること（北区に限る。）。 

(２９) 耕作面積証明書の発行に関すること（北区を除く。）。 

(３０) 農業委員会との連絡調整に関すること（北区を除く。）。 

(３１) 課内他係の主管に属しないこと。 



施設土木係（北区及び中区に限る。） 

(１) 市有林及び保安林に関すること。 

(２) 造林に関すること。 

(３) 農林水産業用施設の使用，公用廃止等に関すること。 

(４) 用排水路の運営に関すること。 

(５) 農林水産業用施設の維持管理及び敷地の登記に関すること。 

(６) 農林水産業用施設の不法占用及び放置車両に関すること。 

(７) 水利監督員及び農業水利土木員に関すること。 

(８) 多面的機能支払交付金に関すること。 

(９) 農道及び農業用ため池の維持補修及び改良工事に関すること。 

(１０) 治山，林道及び山林緑化に関すること。 

(１１) 農林水産業用施設及び農地の災害復旧に関すること。 

(１２) 用排水路の特別浚渫
しゅんせつ

に関すること。 

(１３) 土地改良区が施行する工事等の技術援助に関すること。 

(１４) 開発許可申請に伴う公共施設管理者の同意及び協議に関すること。 

(１５) ポンプの運転及び水位の調整に関すること。 

(１６) 用排水組合に関すること。 

(１７) 都市再生街区基本調査成果の使用及び管理に関すること。 

(１８) 地籍調査成果の閲覧及び管理に関すること。 

(１９) 用排水路，ポンプ場，樋
ひ

門等の維持補修及び改良工事に関すること。 

(２０) 新堰
せき

の操作及び管理に関すること（中区に限る。）。 

(２１) 農業農村整備事業の計画，調整，実施等に関すること。 

(２２) 農業用施設の防災事業に関すること。 

(２３) 土地改良事業計画の適否決定及び認可に関すること。 

施設係（東区及び南区に限る。） 

(１) 市有林及び保安林に関すること。 

(２) 造林に関すること。 

(３) 農林水産業用施設の使用，公用廃止等に関すること。 



(４) 用排水路の運営に関すること。 

(５) 農林水産業用施設の維持管理及び敷地の登記に関すること。 

(６) 農林水産業用施設の不法占用及び放置車両に関すること。 

(７) 水利監督員及び農業水利土木員に関すること。 

(８) 多面的機能支払交付金に関すること。 

(９) 開発許可申請に伴う公共施設管理者の同意及び協議に関すること。 

(１０) ポンプの運転及び水位の調整に関すること。 

(１１) 用排水組合に関すること。 

(１２) 都市再生街区基本調査成果の使用及び管理に関すること。 

(１３) 地籍調査成果の閲覧及び管理に関すること。 

(１４) 漁港施設及び漁港海岸保全施設の管理に関すること（南区に限る。）。 

土木係（東区及び南区に限る。） 

(１) 農道及び農業用ため池の維持補修及び改良工事に関すること。 

(２) 治山，林道及び山林緑化に関すること。 

(３) 農林水産業用施設及び農地の災害復旧に関すること。 

(４) 用排水路の特別浚渫に関すること。 

(５) 土地改良区が施行する工事等の技術援助に関すること。 

(６) 用排水路，ポンプ場，樋門等の維持補修及び改良工事に関すること。 

(７) 農業農村整備事業の計画，調整，実施等に関すること。 

(８) 農業用施設の防災事業に関すること。 

(９) 土地改良事業計画の適否決定及び認可に関すること。 

(１０) 漁港背後集落の津波及び高潮被害の予防に関すること（南区に限る。）。 

(１１) 漁港施設及び漁港海岸保全施設の維持補修，新設及び改良工事に関すること（南

区に限る。）。 

(１２) 漁港施設（基本施設）及び海岸保全施設災害復旧事業に関すること（南区に限

る。）。 

(１３) 漁業用及び共同利用施設災害復旧事業に関すること（南区に限る。）。 

地域整備課 



施設管理係 

(１) 道路，河川，港湾（東区及び南区に限る。以下この項において同じ。），公園等

の施設の管理に関すること。 

(２) 市道の路線認定，廃止及び変更に関すること。 

(３) 道路の区域決定，区域変更及び供用開始に関すること。 

(４) 道路，農道，河川，水路，公園等の境界設定に関すること。 

(５) 公園緑地等の土地の貸借に関すること。 

(６) 公園緑地等への寄附及び寄贈に関すること。 

(７) 公園遊園地等愛護委員会に関すること。 

(８) 市営の駐車場及び自転車等駐車場の管理及び運営に関すること（北区を除く。）。 

(９) 道路，河川，港湾，公園等の台帳の調製及び保管に関すること。 

(１０) 道路に係る証明に関すること。 

(１１) 道路，河川，港湾，公園等の使用及び占用に関すること。 

(１２) 公共物使用許可に関すること。 

(１３) 道路管理者以外の者が行う道路に関する工事の承認に関すること。 

(１４) 道路管理者の意見聴取に関すること。 

(１５) 沿道掘の事前協議に関すること。 

(１６) 私道整備補助に関すること。 

(１７) 開発許可申請に伴う公共施設管理者の同意及び協議に関すること。 

(１８) 国所管及び県所管（東区に限る。）の河川施設等の受託に関すること（南区を

除く。）。 

(１９) 漂流物及び沈没品に関すること。 

(２０) 緑化推進の啓発に関すること。 

(２１) 保存樹等の管理に関すること。 

(２２) 緑化協定等に基づく緑化の保全に関すること。 

(２３) 放置自転車対策に関すること（北区を除く。）。 

(２４) 自転車の適正利用に係る啓発及び指導に関すること（北区を除く。）。 

(２５) 道路，河川，港湾等に関する資料の収集，調査及び統計に関すること。 



(２６) 水防活動に関すること。 

(２７) 空き地に係る雑草の除去の指導に関すること。 

(２８) 課内他係の主管に属しないこと。 

自転車・駐車場係（北区に限る。） 

(１) 市営の駐車場及び自転車等駐車場の管理及び運営に関すること。 

(２) 放置自転車対策に関すること。 

(３) 自転車の適正利用に係る啓発及び指導に関すること。 

(４) 水防活動に関すること。 

維持第１係及び維持第２係 

(１) 道路，河川，港湾（東区及び南区の地域整備課維持第１係に限る。以下この項に

おいて同じ。），公園等の維持修繕及び応急処置に関すること。 

(２) 道路の側溝，路肩，舗装，橋梁，交通安全施設等の整備に関すること。 

(３) 公園緑地，街路樹等のパトロール及び維持管理に関すること。 

(４) 道路，河川，港湾，公園等の災害防止に関すること（道路については道路予防保

全課が所掌するものを除く。）。 

(５) 水防活動に関すること。 

(６) 道路，河川，港湾，公園等の災害復旧事業に関すること。 

(７) 緑のリサイクルに関すること。 

(８) 防疫用薬剤の散布に関すること。 

建設係（東区を除く。） 

(１) 道路，橋梁等の整備に関すること（西部幹線道路建設課及び東部幹線道路建設課

が所掌するものを除く。）。 

(２) 河川，港湾（南区に限る。）等の整備に関すること。 

(３) 公園緑地等の整備に関すること。 

(４) 市営の駐車場及び自転車等駐車場の整備に関すること。 

(５) 急傾斜地崩壊危険区域の調査に関すること。 

(６) 砂防法（明治３０年法律第２９号）に基づく調査に関すること。 

(７) 地すべり防止区域の調査に関すること。 



(８) 公共空地等の緑化整備及び援助に関すること。 

(９) 水防活動に関すること。 

建設・新拠点係（東区に限る。） 

(１) 道路，橋梁等の整備に関すること（東部幹線道路建設課が所掌するものを除く。）。 

(２) 河川，港湾等の整備に関すること。 

(３) 公園緑地等の整備に関すること。 

(４) 市営の駐車場及び自転車等駐車場の整備に関すること。 

(５) 急傾斜地崩壊危険区域の調査に関すること。 

(６) 砂防法に基づく調査に関すること。 

(７) 地すべり防止区域の調査に関すること。 

(８) 公共空地等の緑化整備及び援助に関すること。 

(９) 新産業ゾーン内の道路，緑地，調整池等に係る整備に関すること。 

(１０) 新産業ゾーン内の公共公益施設予定地（多目的広場）の用地取得及び造成に関

すること。 

(１１) 新産業ゾーン内の公共土木施設（未帰属施設）の財産管理及び維持管理に関す

ること。 

(１２) 水防活動に関すること。 

維持管理センター 

(１) 道路のパトロールに関すること。 

(２) 道路の維持及び舗装路面の穴埋めに関すること。 

(３) 交通安全施設の応急処置，地下道の点検等に関すること。 

(４) その他交通安全上必要な処置に関すること。 

(５) こどもの森の管理運営に関すること（北区に限る。）。 

(６) 水防活動に関すること。 

土木農林分室（北区に限る。） 

施設管理係 

(１) 道路，河川，公園等の施設の管理に関すること。 

(２) 市道の路線認定，廃止及び変更に関すること。 



(３) 道路の区域決定，区域変更及び供用開始に関すること。 

(４) 道路，農道，河川，水路，公園等の境界設定に関すること。 

(５) 公園緑地等の土地の貸借に関すること。 

(６) 公園緑地等への寄附及び寄贈に関すること。 

(７) 公園遊園地等愛護委員会に関すること。 

(８) 道路，河川，公園等の台帳の調製及び保管に関すること。 

(９) 道路に係る証明に関すること。 

(１０) 道路，河川，公園等の使用及び占用に関すること。 

(１１) 公共物使用許可に関すること。 

(１２) 道路管理者以外の者が行う道路に関する工事の承認に関すること。 

(１３) 道路管理者の意見聴取に関すること。 

(１４) 沿道掘の事前協議に関すること。 

(１５) 私道整備補助に関すること。 

(１６) 開発許可申請に伴う公共施設管理者の同意及び協議に関すること。 

(１７) 急傾斜地等危険箇所の指定状況に関すること。 

(１８) 漂流物及び沈没品に関すること。 

(１９) 緑化推進の啓発に関すること。 

(２０) 保存樹等の管理に関すること。 

(２１) 緑化協定等に基づく緑化の保全に関すること。 

(２２) 道路，河川等に関する資料の収集，調査及び統計に関すること。 

(２３) 市有林及び保安林に関すること。 

(２４) 農林水産業用施設の使用，公用廃止等に関すること。 

(２５) 用排水路の運営に関すること。 

(２６) 農林水産業用施設の維持管理及び敷地の登記に関すること。 

(２７) 水利監督員及び農業水利土木員に関すること。 

(２８) ポンプの運転及び水位の調整に関すること。 

(２９) 用排水組合に関すること。 

(３０) 都市再生街区基本調査成果の使用及び管理に関すること。 



(３１) 地籍調査成果の閲覧及び管理に関すること。 

(３２) 水防活動に関すること。 

(３３) 空き地に係る雑草の除去の指導に関すること。 

(３４) 公園，遊園地等の管理用具の貸与に関すること。 

(３５) 分室内他係の主管に属しないこと。 

農林施設土木係 

(１) 造林に関すること。 

(２) 多面的機能支払交付金に関すること。 

(３) 農道及び農業用ため池の維持補修及び改良工事に関すること。 

(４) 治山，林道及び山林緑化に関すること。 

(５) 農林水産業用施設及び農地の災害復旧に関すること。 

(６) 用排水路の特別浚渫に関すること。 

(７) 土地改良区が施行する工事等の技術援助に関すること。 

(８) 黒谷ダムの維持管理に関すること。 

(９) 用排水路，ポンプ場，樋門等の維持補修及び改良工事に関すること。 

(１０) 農業農村整備事業の計画，調整，実施等に関すること。 

(１１) 農業用施設の防災事業に関すること。 

(１２) 土地改良事業計画の適否決定及び認可に関すること。 

(１３) 農道のパトロールに関すること。 

(１４) 農道の補修及び舗装路面の穴埋めに関すること。 

(１５) 交通安全施設の応急処置に関すること。 

(１６) その他交通安全上必要な処置に関すること。 

(１７) 水防活動に関すること。 

(１８) 狩猟及び有害鳥獣対策受付に関すること。 

(１９) 防疫用薬剤の散布及び配布に関すること。 

建設工務係 

(１) 道路，橋梁等の整備に関すること（西部幹線道路建設課が所掌するものを除く。）。 

(２) 河川等の整備に関すること。 



(３) 公園緑地等の整備に関すること。 

(４) 市営の駐車場及び自転車等駐車場の整備に関すること。 

(５) 急傾斜地崩壊危険区域の調査に関すること。 

(６) 砂防法に基づく調査に関すること。 

(７) 地すべり防止区域の調査に関すること。 

(８) 公共空地等の緑化整備及び援助に関すること。 

(９) 緑の基本計画に基づく緑についての指導に関すること。 

(１０) 水防活動に関すること。 

維持係 

(１) 道路，河川，公園等の維持修繕及び応急処置に関すること。 

(２) 道路の側溝，路肩，舗装，橋梁，交通安全施設等の整備に関すること。 

(３) 公園緑地，街路樹等の維持管理に関すること。 

(４) 道路，河川，公園等の災害防止に関すること（道路については道路予防保全課が

所掌するものを除く。）。 

(５) 水防活動に関すること。 

(６) 道路，河川，公園等の災害復旧事業に関すること。 

(７) 緑のリサイクルに関すること。 

(８) 道路のパトロールに関すること。 

(９) 道路の補修及び舗装路面の穴埋めに関すること。 

(１０) 交通安全施設の応急処置，地下道の点検等に関すること。 

(１１) その他交通安全上必要な処置に関すること。 

(１２) 公園緑地等のパトロール及び維持補修に関すること。 

(１３) 防疫用薬剤の散布に関すること。 

（支所の分掌事務） 

第８条 第２条第１項，第３項及び第４項に規定する支所の分掌事務は，次のとおりとす

る。 

支所 

総務民生課 



(１) 管内関係諸団体との連絡に関すること。 

(２) 本庁及び他の出先機関との連絡調整に関すること。 

(３) 公印の管守に関すること。 

(４) 公簿書の閲覧に関すること。 

(５) 災害対策本部の支所班に関すること。 

(６) 防災センターの管理に関すること（建部支所に限る。）。 

(７) 各種統計事務における取次ぎに関すること。 

(８) 文書の収受及び発送に関すること。 

(９) 普通財産の管理及び処分に関すること。 

(１０) 地価公示等の普及に関すること。 

(１１) 庁舎の維持管理及び庁内取締りに関すること。 

(１２) 鶴田連絡所に関すること（建部支所に限る。）。 

(１３) 瀬戸支所万富サービスコーナーの運営に関すること（瀬戸支所に限る。）。 

(１４) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。 

(１５) 自衛官募集に関すること。 

(１６) 公用車の管理に関すること。 

(１７) 広報紙配布の取次ぎに関すること。 

(１８) 地域協力活動による地域活性化に関すること。 

(１９) 安全・安心ネットワークの活動支援の取次ぎに関すること。 

(２０) バス関係事務の取次ぎに関すること。 

(２１) 暴力追放運動の取次ぎに関すること。 

(２２) コミュニティハウスの取次ぎに関すること。 

(２３) 地縁団体の法人化の取次ぎに関すること。 

(２４) 町内会集会所新築，修繕等に関する補助金の取次ぎに関すること。 

(２５) 議会を持つ財産区の出納に関すること（建部支所に限る。）。 

(２６) 建部支所管内の財産区に関すること（建部支所に限る。）。 

(２７) 水力発電施設周辺地域交付金に関すること（建部支所に限る。）。 

(２８) ケーブルテレビ施設の管理事務に関すること（建部支所に限る。）。 



(２９) 地域情報化に関すること。 

(３０) 宇垣コミュニティセンターの管理運営に関すること（御津支所に限る。）。 

(３１) 御津ふれあいプラザに関すること（御津支所に限る。）。 

(３２) スポーツ施設（御津グランドゴルフ場，承芳ふれあい広場）の管理及び連絡調

整に関すること（御津支所に限る。）。 

(３３) 行政相談及び人権相談に関すること。 

(３４) 市税に係る諸証明，各種申請等の受付に関すること。 

(３５) 市税に係る税務相談の取次ぎに関すること。 

(３６) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 

(３７) 固定資産税及び都市計画税の閲覧並びに支所管内における固定資産税及び都市

計画税の縦覧に関すること。 

(３８) 市税その他収入金の収納に関すること。 

(３９) 戸籍，住民異動，印鑑等に関する届書の受付，証明及び交付に関すること。 

(４０) 個人番号カードの交付等に関すること。 

(４１) 通知カードの返納等に関すること。 

(４２) 公的個人認証に関すること。 

(４３) 旅券発給申請の受理及び旅券の交付に関すること（建部支所及び瀬戸支所に限

る。）。 

(４４) 外国人の在留関連事務及び特別永住許可事務に係る受付及び交付に関すること。 

(４５) 自動車臨時運行許可に関すること。 

(４６) 学齢児童生徒の就学受付に関すること。 

(４７) 消費者団体の育成に関すること。 

(４８) 交通安全意識の普及高揚に関すること。 

(４９) 防犯に関すること。 

(５０) 上水道及び簡易給水事業以外の飲用水供給に関すること（建部支所に限る。）。 

(５１) 国民健康保険被保険者の資格の取得又は喪失の受付及び認定に関すること。 

(５２) 国民健康保険資格確認書等の交付に関すること。 

(５３) 療養費，高額療養費，限度額適用・標準負担額減額認定証，出産育児一時金及



び葬祭費の申請の受付に関すること。 

(５４) 食事療養標準負担額減額認定証及び差額支給の申請の受付に関すること。 

(５５) 国民健康保険料の賦課の説明に関すること。 

(５６) 国民健康保険料の減免申請の受付に関すること。 

(５７) 国民健康保険料軽減の届書の受付に関すること。 

(５８) 国民年金被保険者資格得喪等の届書等の受付に関すること。 

(５９) 国民年金付加保険料の申出書及び届書の受付に関すること。 

(６０) 国民年金保険料免除，納付猶予及び学生納付特例の届書及び申請書の受付に関

すること。 

(６１) 国民年金の給付に関する請求書等の受付に関すること。 

(６２) 老齢福祉年金諸届の受付に関すること。 

(６３) 特別障害給付金請求書等の受付に関すること。 

(６４) 防疫用薬剤の配布に関すること。 

(６５) 空き地に係る雑草の除去の指導に関すること（瀬戸支所を除く。）。 

(６６) 地区衛生組織に関すること。 

(６７) 墓地及び埋火葬に関する計画，統計及び調査に関すること。 

(６８) 市営墓地の許可等に関すること。 

(６９) 市営墓地の維持補修に関すること。 

(７０) 市営墓地の使用料及び管理料の徴収に関すること（建部支所を除く。）。 

(７１) 市営火葬場使用申請及び埋火葬許可証に関すること。 

(７２) し尿及びごみの収集及び処理に関すること。 

(７３) し尿及びごみの不法処分等の取締りに関すること。 

(７４) し尿及びごみの収集の申込み及び苦情処理に関すること。 

(７５) ごみの一部事務組合に関すること（建部支所に限る。）。 

(７６) 道路及び生活系排水路の清掃に関すること。 

(７７) 美しく快適なまちづくり推進員等への清掃資材の配布に関すること。 

(７８) 大気汚染，水質汚濁，騒音，振動，悪臭等の苦情の取次ぎに関すること。 

(７９) 光化学オキシダント等環境情報の対応に関すること。 



(８０) 家庭ごみ有料化に伴う減免並びに支援制度の受付及び処理に関すること。 

(８１) 支部社協に関すること（御津支所に限る。）。 

(８２) 日赤活動資金募集に関すること。 

(８３) 戦没者遺族等に対する給付金等の受付及び交付に関すること。 

(８４) 敬老会に関すること。 

(８５) 社会福祉募金に関すること。 

(８６) 介護保険受給資格証明書等の交付に関すること。 

(８７) 介護保険被保険者資格得喪の受付並びに各種給付及び交付申請の取次ぎに関す

ること。 

(８８) 介護保険料の減免申請の取次ぎに関すること。 

(８９) 後期高齢者医療被保険者の資格の取得又は喪失の受付に関すること。 

(９０) 後期高齢者医療の申請受付に関すること。 

(９１) 後期高齢者医療資格確認書等の交付に関すること。 

(９２) 子ども医療費の申請受付に関すること。 

(９３) 心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費の申請受付及び資格認定に関する

こと。 

(９４) 児童手当及び児童扶養手当の受付に関すること。 

(９５) シルバーカードの交付に関すること。 

(９６) 障害福祉年金に関すること。 

(９７) 民生委員の推薦及び地区民生委員児童委員協議会の運営補助に関すること。 

(９８) 災害（小災害を含む。）援助の処理，見舞金等の支給，義援金の受付及びり災

証明の発行に関すること。 

(９９) 一人暮らし高齢者等給食サービス促進事業に関すること（建部支所に限る。）。 

(１００) ほっとパーキングおかやま駐車場利用証の交付に関すること。 

(１０１) 福祉事務所との連絡調整に関すること。 

(１０２) 保健所との連絡調整に関すること。 

(１０３) 新市建設計画事業に関すること（御津支所及び灘崎支所に限る。）。 

(１０４) 新市基本計画事業に関すること（建部支所及び瀬戸支所に限る。）。 



(１０５) スマート窓口の実施に関すること。 

(１０６) 支所内事務の連絡調整及び他課の主管に属しないこと。 

産業建設課 

(１) 商工業及び中小企業の振興及び育成の諸相談の取次ぎに関すること。 

(２) 企業団地の維持管理及び立地に関すること。 

(３) 特定中小企業者の認定に関すること。 

(４) 商工観光に関する各種資料の収集及び調査に関すること。 

(５) 商工観光関係団体に関すること。 

(６) 商工観光の諸行事及び催物の実施に関すること。 

(７) 郷土特産品及び土産品の周知宣伝に関すること。 

(８) 郷土民踊普及事業に関すること。 

(９) 観光関連施設の整備及び管理運営に関すること。 

(１０) 観光施設の利用促進に関すること。 

(１１) その他商工観光に関すること。 

(１２) 観光施設の管理運営に関すること（御津支所及び建部支所に限る。）。 

(１３) 畜産振興及び畜産環境改善に関すること。 

(１４) 農畜産物の生産及び流通の改善並びに販売の促進に関すること。 

(１５) 農作物の被害に関すること。 

(１６) 環境保全型農業の推進に関すること。 

(１７) 地産地消の推進に関すること。 

(１８) 担い手の育成及び確保に関すること。 

(１９) 農業振興地域整備計画及び農地の有効利用に関すること。 

(２０) 中山間地域等直接支払に関すること。 

(２１) 林業及び林産物の生産の振興に関すること。 

(２２) 経営所得安定対策に関すること。 

(２３) 農業関係イベントに関すること。 

(２４) 治山，林道及び山林緑化に関すること。 

(２５) 市有林及び保安林に関すること。 



(２６) 造林に関すること。 

(２７) 伐採及び伐採後の造林の届出及び調査に関すること。 

(２８) 保安林内の緊急伐採，択伐及び間伐の届出受付に関すること。 

(２９) 森林の土地の所有者届出の受理に関すること。 

(３０) 鳥獣保護に関すること。 

(３１) 狩猟及び有害鳥獣対策に関すること。 

(３２) 土地改良区の運営支援に関すること。 

(３３) 土地改良事業の計画，調整，実施等に関すること。 

(３４) 土地改良区が施行する工事の技術援助に関すること。 

(３５) 農業用施設の防災事業に関すること。 

(３６) 農林水産業用施設及び農地の災害復旧に関すること。 

(３７) 農林水産業用施設の使用，公用廃止等に関すること。 

(３８) 農林水産業用施設の維持管理及び敷地の登記に関すること。 

(３９) 用排水路の運営に関すること。 

(４０) ポンプの運転及び水位の調整に関すること。 

(４１) 用水組合に関すること（瀬戸支所に限る。）。 

(４２) 水利監督員及び農業水利土木員に関すること。 

(４３) 多面的機能支払交付金に関すること。 

(４４) 地籍調査成果の閲覧及び管理に関すること。 

(４５) 用排水路の特別浚渫に関すること。 

(４６) 用排水路，ポンプ場，樋門等の維持補修及び改良工事に関すること。 

(４７) 農道及び農業用ため池の維持補修及び改良工事に関すること。 

(４８) 山村振興に関すること（御津支所及び建部支所に限る。）。 

(４９) 内水面漁業に関すること（瀬戸支所を除く。）。 

(５０) 農道，用排水路，農業用ため池等の台帳整備に関すること。 

(５１) 用排水に関すること。 

(５２) 道路，橋梁等の整備に関すること（西部幹線道路建設課，東部幹線道路建設課，

東区及び南区の地域整備課並びに土木農林分室が所掌するものを除く。）。 



(５３) 河川等の整備に関すること。 

(５４) 公園緑地等の整備に関すること。 

(５５) 公園緑地等の土地の貸借に関すること。 

(５６) 公園緑地等への寄附及び寄贈に関すること。 

(５７) 公園遊園地等愛護委員会に関すること。 

(５８) 市営の駐車場及び自転車等駐車場の整備に関すること。 

(５９) 市営の駐車場及び自転車等駐車場の管理運営に関すること。 

(６０) 急傾斜地崩壊危険区域の調査に関すること。 

(６１) 急傾斜地等危険個所の指定状況に関すること。 

(６２) 砂防法に基づく調査に関すること。 

(６３) 地すべり防止区域の調査に関すること。 

(６４) 地すべり防止区域内の制限行為の許可等に関すること（御津支所を除く。）。 

(６５) 公共空地等の緑化整備及び援助に関すること。 

(６６) 道路，河川，公園事業等に係る用地取得及び登記に関すること（道路について

は西部幹線道路建設課及び東部幹線道路建設課が所掌するものを除く。）。 

(６７) 道路，河川，公園事業等に係る建築物，工作物等の移転及び補償に関すること

（道路については西部幹線道路建設課及び東部幹線道路建設課が所掌するものを除

く。）。 

(６８) 土木事業に関係する公有地の売払いに関すること。 

(６９) 道路，河川，公園等の施設の管理に関すること。 

(７０) 市道の路線認定，廃止及び変更に関すること。 

(７１) 道路の区域決定，区域変更及び供用開始に関すること。 

(７２) 道路，農道，河川，水路，公園等の境界設定に関すること。 

(７３) 道路，河川，公園等の台帳の調製及び保管に関すること。 

(７４) 道路に係る証明に関すること。 

(７５) 道路，河川，公園等の使用及び占用に関すること。 

(７６) その他収入金の収納に関すること。 

(７７) 公共物使用許可に関すること。 



(７８) 道路管理者以外の者が行う道路に関する工事の承認に関すること。 

(７９) 道路管理者の意見聴取に関すること。 

(８０) 沿道掘の事前協議に関すること。 

(８１) 私道整備補助に関すること。 

(８２) 開発許可申請に伴う公共施設管理者の同意及び協議に関すること。 

(８３) 岡山市都市計画区域外の開発事業の調整に関する条例（平成１７年市条例第８

６号）に関すること（御津支所及び建部支所に限る。）。 

(８４) 国所管（瀬戸支所に限る。）及び県所管の河川施設等の受託に関すること。 

(８５) 漂流物及び沈没品に関すること。 

(８６) 緑化推進の啓発に関すること。 

(８７) 保存樹等の管理に関すること。 

(８８) 緑化協定等に基づく緑化の保全に関すること。 

(８９) 放置自転車対策に関すること。 

(９０) 自転車の適正利用に係る啓発及び指導に関すること。 

(９１) 道路，河川等に関する資料の収集，調査及び統計に関すること。 

(９２) 道路，河川，公園等の維持修繕及び応急処置に関すること。 

(９３) 道路の側溝，路肩，舗装，橋梁，交通安全施設等の整備に関すること。 

(９４) 公園緑地，街路樹等の維持管理に関すること。 

(９５) 道路，河川，公園等の災害防止に関すること（道路については道路予防保全課

が所掌するものを除く。）。 

(９６) 水防活動に関すること。 

(９７) 道路，河川，公園等の災害復旧事業に関すること。 

(９８) 緑のリサイクルに関すること。 

(９９) 街路照明及び公園照明施設の維持管理に関すること。 

(１００) 防犯灯に関すること。 

(１０１) 農業委員会との連絡調整に関すること。 

(１０２) 耕作面積証明書の発行に関すること（建部支所を除く。）。 

(１０３) 農村集落活性化施設維持管理に関すること（御津支所及び建部支所に限る。）。 



(１０４) 温泉管理に関すること（建部支所に限る。）。 

(１０５) 地域活性化センターの管理に関すること（建部支所に限る。）。 

(１０６) 中国自然歩道に関すること（建部支所に限る。）。 

(１０７) 県立自然公園に関すること（建部支所に限る。）。 

(１０８) たけべの森公園の管理及び運営の協力に関すること（建部支所に限る。）。 

(１０９) 岡山市サウスヴィレッジの管理及び運営に関する相談及び取次ぎに関するこ

と（灘崎支所に限る。）。 

(１１０) 新市建設計画事業に関すること（御津支所及び灘崎支所に限る。）。 

(１１１) 新市基本計画事業に関すること（建部支所及び瀬戸支所に限る。）。 

(１１２) 管内関係諸団体との連絡に関すること。 

(１１３) 本庁及び他の出先機関との連絡調整に関すること。 

(１１４) 防疫用薬剤の散布に関すること。 

（地域センターの分掌事務） 

第９条 第２条各項に規定する地域センターの分掌事務は，次のとおりとする。 

地域センター 

(１) 戸籍，住民異動及び印鑑に関する届書の受付，証明及び交付に関すること。 

(２) 個人番号カードの取次ぎ交付等に関すること。 

(３) 関係諸団体との連絡に関すること。 

(４) 本庁，区役所等との連絡調整に関すること。 

(５) 公印の管守に関すること。 

(６) 文書の管理及び閲覧に関すること。 

(７) 災害対策本部地域センター班に関すること。 

(８) 各種統計事務における取次ぎに関すること。 

(９) 庁舎の維持管理及び庁内取締りに関すること。 

(１０) 庁舎の維持管理に係る修繕，委託の入札（見積り）及び請負契約に関すること。 

(１１) 地価公示等の普及に関すること。 

(１２) 市税の諸証明に関すること。 

(１３) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 



(１４) 固定資産税及び都市計画税の閲覧並びに管内における固定資産税及び都市計画

税の縦覧（富山地域センター及び福浜地域センターを除く。）に関すること。 

(１５) 市税その他収入金の収納に関すること。 

(１６) 市営火葬場使用申請及び埋火葬許可証に関すること。 

(１７) 外国人の在留関連事務及び特別永住許可事務に係る受付及び交付に関すること。 

(１８) 自動車臨時運行許可に関すること。 

(１９) 自衛官募集の取次ぎに関すること。 

(２０) 学齢児童生徒の住所異動に伴う転入学の受付に関すること。 

(２１) 学童校外事故共済見舞金請求書の取次ぎに関すること。 

(２２) 国民健康保険被保険者の資格の取得又は喪失に関すること。 

(２３) 国民健康保険資格確認書等の交付に関すること。 

(２４) 国民健康保険被保険者の出産育児一時金，葬祭費，療養費，高額療養費及び限

度額適用認定並びに食事療養標準負担額減額認定証及び差額支給の受付に関すること。 

(２５) 国民健康保険料の産前産後期間に係る保険料軽減届出書の取次ぎに関すること。 

(２６) 後期高齢者医療被保険者の資格の取得又は喪失の受付に関すること。 

(２７) 後期高齢者医療資格確認書等の交付に関すること。 

(２８) 後期高齢者医療の申請受付に関すること。 

(２９) 国民年金の被保険者資格得喪届書，免除申請書，給付に関する請求書等の受付

に関すること。 

(３０) 転出入に係る介護保険被保険者資格の取得又は喪失の受付並びに各種給付及び

交付申請の受付に関すること。 

(３１) 介護保険受給資格証明書等の交付に関すること。 

(３２) 児童手当及び児童扶養手当の受付に関すること。 

(３３) 心身障害者医療費，ひとり親家庭等医療費及び子ども医療費の申請受付に関す

ること。 

(３４) シルバーカードの交付に関すること。 

(３５) 民生委員の推薦に関すること。 

(３６) 戦没者遺族等に対する給付金等の受付及び交付に関すること。 



(３７) 共同募金等の受付に関すること。 

(３８) 災害（小災害を含む。）援助の処理，見舞金等の支給及び義援金の受付に関す

ること。 

(３９) 日赤活動資金受付に関すること。 

(４０) 防疫用薬剤の配布に関すること（富山地域センター及び福浜地域センターを除

く。）。 

(４１) 健康手帳，健康診査無料券，予防接種助成券及び予防接種手帳の交付及び取次

ぎに関すること。 

(４２) 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付等に関すること。 

(４３) 市営墓地の許可等に関すること。 

(４４) 市営墓地の維持補修の取次ぎに関すること（富山地域センター及び福浜地域セ

ンターを除く。）。 

(４５) 市営墓地の維持管理に関すること（富山地域センター及び福浜地域センターを

除く。）。 

(４６) し尿収集申込み及び異動の受付に関すること。 

(４７) ごみステーション設置の取次ぎに関すること。 

(４８) ごみステーション等設置補助金の取次ぎに関すること。 

(４９) 資源回収団体報奨金の取次ぎに関すること。 

(５０) 土木及び農林業務の取次ぎ等に関すること。 

(５１) 空き地に係る雑草の除去の取次ぎに関すること。 

(５２) 地区衛生組織に関すること。 

(５３) 美しく快適なまちづくり推進員等への清掃資材の配布に関すること。 

(５４) 大気汚染，水質汚濁，騒音，振動，悪臭等の苦情の取次ぎに関すること。 

(５５) 光化学オキシダント等環境情報の対応に関すること。 

(５６) 家庭ごみ有料化に伴う減免並びに支援制度の受付及び処理に関すること。 

(５７) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること（富山地域センター及び福浜地域セ

ンターを除く。）。 

(５８) 福谷スポーツ広場の使用に関すること（足守地域センターに限る。）。 



(５９) 郡公園の使用に関すること（児島地域センターに限る。）。 

(６０) スマート窓口の実施に関すること。 

附 則 

１ この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 岡山市支所及び出張所処務規則（昭和４４年市規則第５号）は，廃止する。 

附 則（平成２２年市規則第７６号） 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年市規則第１５７号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年市規則第７０号） 

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年市規則第８号） 

この規則は，平成２４年１月２２日から施行する。 

附 則（平成２４年市規則第４９号） 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年市規則第１１３号） 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年市規則第２２２号） 

この規則は，平成２５年１２月２４日から施行する。 

附 則（平成２６年市規則第９８号） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年市規則第１０９号） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年市規則第２０６号） 

この規則は，平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年市規則第９７号） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年市規則第６９号） 



この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年市規則第７５号） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年市規則第５７号） 

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年市規則第６４号） 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年市規則第５０号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年市規則第２７号） 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年市規則第４５号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年市規則第３１号） 

この規則は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年市規則第５６号） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年市規則第４６号） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年市規則第４０号） 

この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年市規則第２０号） 

この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

 


